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本稿の目的は，国際会計に関する諸問題を，新制度論をレンズと

してとらえ直した場合，どのような説明または解釈が可能となるか

を示すことにある。具体的な問題として，会計基準の国際的収斂を

取り上げる。2000年代以降，新制度論を枠組みとした国際会計に関

する研究論文が散見されるようになってきたが，その多くはIFRS

の採用または各国会計基準のIFRSへの収斂を論じたものである。

そうした諸研究のサーベイから，会計基準の国際的収斂が制度的同

型化として説明可能であることが明らかとなる。

また，会計基準の国際的収斂には，意思決定に有用な情報の提供

を目的とするIFRSという1組の会計基準の普及という一面もうか

がえる。TolbertandZucker［1996］の革新の制度化モデルを援用

することにより，会計基準の国際的収斂は利用者志向会計の制度化

としても解釈できることを示す。

各国の会計基準がIFRSに収斂する一方，特定の基準のカーブ・

アウトや当該国独自の会計基準の容認などが確認されるケースも存

在する。さらには，IASBに対し，特定のIFRSの改訂を求める会計

基準設定主体の動きも見られる。このような動向は，制度的同型化

と表裏一体の概念であるデカップリングとして，またはOliver［1991］

が示した，制度的圧力への戦略的対応として説明可能なことを指摘

する。
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Ⅰ はじめに

本稿の目的は，新制度論をレンズとして国

際会計に関する問題，とりわけ会計基準の国

際的収斂という問題をとらえ直した場合，そ

れをどのように説明または解釈することが可

能であるかを示すことにある。本稿で言うと

ころの新制度論とは，MeyerandRowan

［1977］を端緒とし，主に組織論の領域で展

開されてきた一連の議論を指す。正確な表現

によれば，新制度派組織論または新制度派

社会学などと呼称される議論がこれに該当す

る。

新制度論登場前の組織論では，当該組織の

戦略をもっとも効率的に実行するのに最適な

組織構造が各組織において選択・決定される

というのが通説であった（佐藤・山田［2004］，

p.147）。ところが現実には，多くの組織に

きわめて類似した公式組織構造が観察される。

この点を指摘し，組織構造の類似性を一定の

組織構造の制度化として論じたのが Meyer

andRowan［1977］であった。換言すれば，

従来コンティンジェントに成立しうるものと

考えられてきた組織構造が実際には均一化さ

れているという，いわば理論と現実の矛盾に

ついて合理的説明を試みたのが新制度論の出

発点であったといえる。

組織論に関するこのような状況を念頭に置

きながら，会計基準の国際的収斂に関するこ

れまでの学術的議論と現実を振り返ってみた

い。「国際会計の父」（松井［2003］,p.59）

と称されるMuellerは，1968年に公表した

論文において世界に観察される10の経営環

境を示すことで，各国の環境と会計とが密接

に関連していることを明らかにした。また同

稿の結論として，会計原則の国際的多様性を

望ましいものではないと判じながらも，環境

の相違を理由としてアメリカの会計原則を他

国で適用することの妥当性を否定している

（Mueller［1968］,p.97）。

また，その前年に公表された著作において

は，いわゆる多国籍企業について次のような

記述が見られる。

「国際企業は（中略）長い伝統に基礎づけ

られた，あらゆる前例と拘束からほとんど自

由であるから，自らの特別な状況に特に適合

し，かつ，一国の社会的，政治的，法律的，

あるいは経済的影響に束縛されないような，

会計，監査，および報告の基準と実務を工

夫するのに理想的な立場にある」（Mueller

［1967］,p.222;邦訳［1969］,p.292）

以上の点に鑑みれば，Muellerは会計基準

の国際的相違を問題視しながらも，特定の環

境下で設定された会計基準を異なる環境下で

一律に適用することについては懐疑的であっ

たといえる。会計基準の統一が図られると

すれば，それは，PerlmutterandHeenan

［1979］がいうところの「世界志向」（1）企業

の間であるというのが，Muellerの基本的な

考えであったように思われる。

その後に公表された会計基準の国際的調和

化あるいは収斂に関する研究論文においても，

Muellerの考えは基本的に踏襲されていった

といえる。Briston［1978］,Samuelsand

Oliga［1982］,Hove［1986］,Taylor［1987］,

YuandLee［1987］,Belkaoui［1988］,Perera

［1989］,RiahiBelkaoui［1994］,Hassan

［1998］,NdzingeandBriston［1999］など

80，90年代を通じて公表されてきた論文で

は，国際会計基準（InternationalAccounting

Standards;IAS）または国際財務報告基準

（InternationalFinancialReportingStand-

ards;IFRS）を先進国，とりわけアングロ＝
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サクソン諸国の環境を想定して設定された基

準と位置付け，それ以外の国々での適用の困

難性が指摘されてきた。これらの議論は，い

ずれも Muellerが指摘した，環境の相違に

応じた会計の多様性の存在を論拠としている

といえよう。

会計基準の国際的収斂に対し，学術的な見

地からは懐疑的な見解が示されてきた一方で，

現実には90年代後半から会計基準の国際的

収斂が急速に進んだのは周知の通りである。

各国におけるIFRSの適用状況について調査

したDeloitte［2014］によれば，調査対象と

なった173法域のうち，上場企業の財務諸

表作成にあたりIFRSを強制適用している，

もしくはIFRS適用を容認している法域は7

割を超えている。

IFRSの一律適用は難しい，あるいは望ま

しくないとの指摘がなされてきたにもかかわ

らず，実際の会計基準は統一的な方向に向か

うというこの状況は，冒頭で述べた70年代

末の組織論をめぐる状況と類似している。組

織論における理論と現実の矛盾を説明するた

めに登場した新制度論は，会計基準の国際的

収斂という現象の合理的説明にも援用できる

のではないかと期待できる。新制度論を通じ

て会計基準の国際的収斂という現象をとらえ

直す本稿の意図はここにある。

Ⅱ 会計基準の国際的収斂の新制
度論的解釈 1―制度的同型化―

前出のMeyerandRowan［1977］では，

組織構造の均一化は「制度的神話（institu-

tionalmyths）」を組織構造に取り入れた結

果生じた「同型化（isomorphism）」として

説明される（MeyerandRowan［1977］,p.

345）。同型化の概念は，その後 DiMaggio

andPowell［1983］によって精緻化され，

「制度的同型化（institutionalisomorphism）」

という概念が示された。結論からいえば，会

計基準の国際的収斂は各国会計基準の制度的

同型化として説明可能である。そこで，制度

的同型化とはどのような概念なのか，説明す

る。

制度的神話とは，端的に表現すれば，どの

組織も当然備えているべきであると社会的に

認識された要素といえる。MeyerandRowan

［1977］によれば，制度的神話とは次のよう

に形成される。すなわち，社会においてネッ

トワークが相互に密となるにつれ，そこで行

われている特定の実務，職業的専門性，ある

いは協調原理などが，法，教育，認定制度，

および世論などに支持されることにより，組

織構造に取り込まれるべきものとして神話化

する（MeyerandRowan［1977］,p.347）。

こうして形成された神話は，それが合理的な

効率性を有したものであるという仮定に基づ

き，正統性（legitimacy）を帯びるようにな

る（MeyerandRowan［1977］,p.347）。

この正統性は，法によって強制される場合も

あれば，ネットワークにおける強大な上位組

織によって実質的に強制される場合もある

（MeyerandRowan［1977］,pp.347348）。

こうして新たな制度的神話が形成されると，

各組織はその神話に合致するような組織構造

をデザインする（MeyerandRowan［1977］,

p.349）。そのため，いずれの組織も類似し

た組織構造を持つに至る。これがMeyerand

Rowan［1977］が説明する同型化の概要であ

る。

同型化を果たした組織は，さらに社会的に

確立された評価基準によって自らを評価する

ことで，各種利害関係者に対し，当該組織が

社会に適合した正統性を持った存在であるこ

新制度論を通してとらえた国際会計
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とを主張する（MeyerandRowan［1977］,

pp.350351）。同型化を通じて獲得された正

統性は，当該組織に，その存続に必要な各種

資源へのアクセスを容易ならしめる（Meyer

andRowan［1977］,p.352）。これは，具体

的には，当該組織が正統性を得たことにより

「社会からの信頼を獲得し，借入金，寄付，

投資などをより得やすくなる」（櫻井［2003］,

p.61）ことを意味する。

前述のように，同型化は DiMaggioand

Powell［1983］によって，より精緻な理論へ

と昇華された。同論文の特徴は，同型化の説

明にあたり，組織フィールド（organizational

field）という概念を導入したこと，同型化

を生じさせる理由に基づき同型化の分類を図っ

たことの2点であろう。

組織フィールドとは，いわば同型化が生じ

る「場」であり，「一般的に認められたある

領域を，全体として構成する諸組織であり，

具体的には，主要な供給先，資源および製

品の消費者，規制当局，および同種のサービ

ス・製品を生産するその他の諸組織を含む」

（DiMaggioandPowell［1983］,p.148）も

のと定義される。組織フィールド内では「あ

る個体群の中の 1単位が同じ環境条件に直

面している他の単位に類似せざるを得なくな

る強制的プロセス」（DiMaggioandPowell

［1983］,p.149）が生じる。これがDiMaggio

andPowell［1983］による同型化の定義であ

る。

DiMaggioandPowell［1983］は，同型化

を競争的同型化（competitiveisomorphism）

と制度的同型化（institutionalisomorphism）

に大別している。前者は各組織が組織フィー

ルド内の環境を考慮し，効率性・合理性を追

求した結果生じる同型化であり（DiMaggio

andPowell［1983］,p.150），後者は競争的

同型化として説明のできない同型化をすべ

て含むものである（DiMaggioandPowell

［1983］,p.150）。

制度的同型化は，さらに同型化を生じさせ

る外因的な 3種類の圧力によって①強制的

同型化（coerciveisomorphism），②模倣的

同型化（mimeticisomorphism），③規範的

同型化（normativeisomorphism）に類型

化される。これらを端的に説明すれば次の通

りである。

①強制的同型化：政府や法的環境，大組織

や親会社などからの公式・非公式の圧力を

受けた結果，各組織に生じる同型化である

（DiMaggioandPowell［1983］,pp.150151）。

②模倣的同型化：ある組織が組織フィールド

内ですでに経験を持つ他の組織をモデルとす

ることによって生じる同型化であり，特に

強い不確実性が存在する場合に生じやすい

（DiMaggioandPowell［1983］,pp.151152）。

③規範的同型化：高等・専門教育により，あ

るいは職業専門化の推進により，組織横断的

なネットワークが存在する場合，組織間で人

材が同質化していくことによって生じる同型

化（DiMaggioandPowell［1983］,pp.152

153）。

2000年代に入り，IFRSの採用または各

国基準のIFRSへの収斂を，上記の新制度論

を枠組みとして論じる研究が増えている。そ

の中でも多く見られるのは，新興経済圏にお

けるIFRSの採用を制度的同型化として説明

する研究である。中でもIrvine［2008］はと

くに注目に値する。Irvine［2008］は，アラ

ブ首長国連邦において進むIFRSの採用を制

度的同型化として説明した研究であるが，

DiMaggioandPowell［1983］による3種類

の制度的同型化の議論を適用し，新興経済圏

においてIFRSの採用を促す3種類の制度的
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圧力を論じており，その点で同様の研究の中

ではもっとも体系的であるといえる。以下，

Irvine［2008］の指摘する3種類の制度的圧

力（institutionalpressure）を紹介する。

①強制的圧力（coercivepressure）（Irvine

［2008］,pp.132133）

世界銀行グループや資本市場を源泉とする

制度的圧力。世界銀行は融資の条件として

IFRSの採用を求めることがある。ゆえに

IFRS採用により，世界銀行からの支援融資

対象国としての正統性が確保される。また，

IFRS採用を通じた会計基準の整備により，

健全な金融市場を備えた投資対象国としての

正統性を得ることができる。

②模倣的圧力（mimeticpressure）（Irvine

［2008］,pp.134135）

IFRSを財務諸表の作成基準としている多

国籍企業，またはIFRSを自国基準として採

用している貿易相手国から生じる圧力。多国

籍企業や貿易相手国との経済関係を強化する

中で，それらが採用している会計基準を採り

入れることが不可欠と考えられ，これが

IFRS採用を促す圧力を構成している。

③規範的圧力（normativepressure）（Irvine

［2008］,pp.133134）

国際的に活動する会計プロフェッション，

とりわけビッグ4を源泉とする制度的圧力。

国際会議の席上でのIFRS採用を促す発言や，

クライアントに対するIFRSに準拠した財務

諸表の作成指導を通じ，IFRSが普及してい

く。

他の国を事例とした研究においても，上記

の3種類の圧力のうち，いずれかの存在が

指摘されている。バングラディッシュを事例

として取り上げたMirandRahaman［2005］

は，同国で進むIFRSの採用には政府をその

源泉とした強制的圧力が働いていることを，

関係者へのインタビュー調査とその分析によっ

て明らかにしている。またHassan［2008］

も，MirandRahaman［2005］と同様の手

法により，エジプトにおいてIFRSと同じ内

容を持つ会計基準が設定されている事実を，

政府および規制当局からの強制的圧力，なら

びに会計プロフェッションによる規範的圧力

の結果として説明している。フィジー諸島に

おけるIFRS採用を論じたChand［2005］は，

やはりインタビュー調査を通じ，模倣的圧力

の存在を明らかにしている。

一方，複数国を対象とした実証研究も存在

する。Judgeetal.［2010］および Lasmin

［2011］は，前節で紹介したDeloitteによる

調査結果からIFRSを採用している新興経済

国を抽出し，3種類の制度的圧力を独立変数，

IFRSの採用を従属変数とした回帰分析を行っ

ている。両研究ともに，3種類の制度的圧力

がIFRS採用に対し，統計的に優位な説明力

を有していると結論付けている（2）。

以上のように，IFRSの採用またはIFRS

への会計基準の収斂を制度的同型化として説

明する試みが，定性的および定量的アプロー

チの双方によってなされている。

Ⅲ 会計基準の国際的収斂の新
制度論的解釈 2―利用者志
向会計の制度化―

新制度論を枠組みとした国際会計研究の多

くは，前節で紹介したような，IFRSの採用

やIFRSへの収斂を制度的同型化として説明

するものが多い。これらの研究は，すでに

IFRSを，各国が備えるべき会計基準として

位置付け，その上でなぜ各国がIFRSを採用

新制度論を通してとらえた国際会計
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するのか，または各国基準をIFRSに収斂さ

せようとするのかということに焦点を当てて

いる。その一方で，IFRS自体がなぜ正統な

会計基準として認められるに至ったのかにつ

いては論じられない。このことは，上記の研

究が枠組みとする，DiMaggioandPowell

［1983］をはじめとする初期の新制度論の抱

える問題点に由来している。

初期の新制度論における制度的同型化の議

論については「制度の継続性に関しての説明

には苦労しないが，どうしてある革新や構造

が新たに制度化していくのか（中略）につい

て説明することが難しいという問題点を持っ

ている」（櫻田［2003］,p.64）と指摘され

る。すなわち，会計基準の議論に置き換えれ

ば，70，80年代にさほど注目される存在で

はなかったIFRSが，その後なぜ既存の会計

基準に代わり普及していったのかという点に

ついて，DiMaggioandPowell［1983］を枠

組みとしている限りは説明が難しいというこ

とである。

変化や革新がどのように普及していくのか，

すなわち，制度化のプロセスの解明について

は，その後の新制度論において取り組まれて

いる。革新の制度化プロセスをモデル化した

研究の一つにTolbertandZucker［1996］が

あげられる。TolbertandZucker［1996］に

よれば，革新の制度化は3段階のプロセス

として説明される。まず，ある問題に対し，

何か革新的な解決手段が考案されると，それ

が同様の問題に直面している組織によって模

倣される。この第1段階は「習慣化（habitu-

alization）」と呼ばれる（TolbertandZucker

［1996］,pp.181 182）。この革新的問題解

決手段の採用について，そのリスクとベネ

フィットが観察され（モニタリング），その

有効性が体系的に整理される（理論化）と，

当該革新の正統性について社会的コンセンサ

スが形成されていき，それが異質の特徴をもっ

た組織にも採用されるようになる。この段階

は「対象化（objectification）」と呼ばれる

（TolbertandZucker［1996］,pp.182183）。

当該革新の採用により良好な結果を得られる

ことが明らかにされ，その有効性に対し異議

を唱える組織的勢力が存在しなければ，それ

は完全に各組織に浸透（制度化）していく。

これが最終段階の「沈殿化（sedimentation）」

である（TolbertandZucker［1996］,p.184）。

ただし，この制度化は，当該革新を規制当局

や上位機関・組織が支持することによって加

速的に進むということがTolbertandZucker

［1983］やDelmas［2002］などの事例研究に

よって明らかにされている（3）。以上の制度化

モデルは図表1のように整理される。

本稿が議論の対象とする会計基準の国際的

収斂について，IFRSの世界的普及という側

面に焦点を当て，TolbertandZucker［1996］

の革新の制度化モデルを適用すれば，それは

・利用者志向会計の制度化・としても説明が

可能となるように思われる。その説明にあた

り手掛かりとなるのが会計基準設定のための

概念フレームワークである。

米国の財務会計基準審議会（Financial

AccountingStandardsBoard;FASB）が

1978年以降，財務会計の諸概念に関するス

テートメント（StatementofFinancialAc-

countingConcepts;SFAC）を公表して以来，

多くの国および国際機関により概念フレーム

ワークが公表されてきた（図表2参照）。こ

れらの概念フレームワークでは，財務諸表ま

たは財務報告の目的は，投資を中心とした経

済的意思決定に有用な情報の提供と定義され

る（4）。この点は，IASBのフレームワークも

例外ではない（5）。財務報告の目的としての
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意思決定有用性志向は，現在では国際的に普

及した理念であるといえよう。

ところが，会計に期待される役割は，元来，

各国同一ではなかった。現に日本では「従来，

「企業会計原則」をはじめとする会計基準に

おいては，処分可能利益の算定が重視され，

このフレームワーク内において投資意思決定

情報の拡充が図られてきた」（広瀬［1997］,

p.3）という経緯がある。日本の会計制度が

いわゆる大陸型として類型化されるとすれば，

大陸ヨーロッパ諸国にも同様の指摘がなされ

よう。いずれにせよ，関係者間の利害調整が

会計の目的として考えられてきた国があった

ことは間違いない。

ところで，意思決定有用性という概念は，

意思決定を行う財務諸表利用者への役立ちと

いう観点から会計情報の内容を規定していく

という，いわば会計の利用者志向に由来して

いる。財務諸表利用者のニーズを重視すると

いう考えは，アメリカにおいて1950年代に

登場した（AAA［1977］,p.10）といわれる。

その後，この利用者志向は，1966年の『基

礎的会計理論に関するステートメント（A

StatementOfBasicAccountingTheory;

ASOBAT）』において主張され，その後アメ

リカ公認会計士協会（AmericanInstitute

ofCertifiedPublicAccountants;AICPA）

の会計原則審議会（Accountingprinciples

Board;APB）ステートメント第 4号，『財

務諸表の目的』（トゥルーブラッド委員会報

告書）にも受け継がれ，SFACの開発に重要

な役割を果たした（Wolketal.［2008］,pp.

183184;邦訳［2013］,p.235）。こうして

誕生したSFACは「作成者志向アプローチ

から利用者志向アプローチへのパラダイムの

変換を意味する」（津守［2002］,p.252）と

いう点で，財務会計の一種の革新と考えるこ

とができる。

新制度論を通してとらえた国際会計
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図表1：TolbertandZucker［1996］による革新の制度化モデル

【出典】TolbertandZucker（1996,p.182）に筆者が加筆し作成。
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図表2：主要国による概念フレームワークの公表

【出典】平賀［2011］p.57に加筆の上作成。



この会計の利用者志向は概念フレームワー

クとともに世界的に普及していったといって

よい。図表2は主要国における概念フレー

ムワークの作成の経緯をまとめたものである。

この年表が示すように，SFACの公表後，概

念フレームワークはまず，カナダ，オースト

ラリア，ニュージーランドの基準設定主体

（または職業会計士団体）によって公表され

た。また，英国でも概念フレームワークの公

開草案が1991から1992年の間に公表され

ている。これらの概念フレームワークの内容

については，SFACとの類似性（広瀬［1995］,

pp.162 170）が指摘されている。さらに

IASCも1989年に概念フレームワークを公

表したが，これも「FASBの『概念フレーム

ワーク』のエッセンスといっても過言ではな

い」（広瀬［1995］,p.165）内容と評される

ものであった。その後，90年代後半から大

陸欧州諸国や日本においても民間の基準設定

主体が設立されると，それらの設定主体も概

念フレームワークの作成を試みるようになり，

さらに会計基準の国際的収斂が進む中で，

IASBの概念フレームワークも多くの国で採

用されるようになった。すなわち，会計の利

用者志向が概念フレームワークの中で明文化

される形で普及したのである。

この概念フレームワークの普及プロセスは，

TolbertandZucker［1996］が示した革新の

制度化モデルによって説明できる。このモデ

ルによれば，特定の問題解決のために生み出

された革新は，同様の問題を抱えた組織によっ

て模倣される。概念フレームワークは，80

年代後半から90年代初頭にかけ，まずアン

グロ・サクソン諸国において模倣的に作成さ

れたことに注目されたい。

アングロ・サクソン諸国の会計制度は，い

わゆる英米型会計制度あるいはアングロ＝ア

メリカン型会計制度として類型化される。こ

の会計制度の特徴の1つが，民間の会計プ

ロフェッションによる自主規制体制にあるこ

とは，国際会計のテキストを通じ定説となっ

ているところである（6）。

そのような制度の下では「会計プロフェッ

ションの権威に基づき，会計実務に信頼性が

付与される」（村瀬［1996］,p.48）ことに

なる。そのため「会計プロフェッションは会

計基準を設定し，それだけで不十分とあれば，

さらにその会計基準を支える理論として概念

フレームワークを設定する」（村瀬［1996］,

p.48）ようになる。事実，FASBによる概

念フレームワーク設定の背景には，「アメリ

カの会計基準が常にパブリック・セクターと

プライベート・セクターのいずれが設定主体

となるべきかという歴史的な対峙関係」（広

瀬［1995］,p.126）が存在しており（7），概

念フレームワークの設定には，パブリック・

セクターによる直接規制を回避するために

「プライベート・セクターとしての自主規制

能力を証明しよう」（広瀬［1995］,p.128）

という意義があったと指摘される。

さらに年金や退職給付，金融商品など，会

計処理に多くの主観的判断を必要とする会計

問題が登場するようになると，それらを従来

の「配分」や「対応」といった理論で十分に

説明することができなくなる。ゆえに，

FASBはそれらに代わる新たな理論として利

用者志向に基づく概念フレームワークを作成

したというのが村瀬［1996,pp.4850］の

指摘である。

このような自主規制体制崩壊の危機は，同

じく自主規制を特徴とする英米型会計制度を

持つ国に共通の問題であり，その解決のため

に生み出された概念フレームワークと利用者

志向が最初にそれらの国々で普及した事実は，

新制度論を通してとらえた国際会計
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TolbertandZucker［1996］による革新の制

度化モデルの第一段階，習慣化として説明で

きよう。

その後90年代後半から2000年代前半に

かけ，いわゆる大陸型会計制度の国々でも概

念フレームワークの作成が試みられるように

なった。ゆえにこの時期は，利用者志向会計

の対象化の進んだ時期と位置付けられる。もっ

ともスペイン，ドイツ，韓国，日本において

概念フレームワークを公表したのは各国の民

間の会計基準設定主体であり，その意味では，

革新が，それを生んだ組織とは異質な組織へ

普及していくという TolbertandZucker

［1996］の対象化の定義には当てはまらない

ようにも思える。

これらの国々とは別に注目すべきはポル

トガルである。同国の会計標準化委員会

（ComissaodeNormalizacaoContabilistica;

CNC）が設定した『プラノ・オフィシアル・

デ・コンタビリダーディ（PlanoOficialde

Contabilidade;POC）』の第3章では，財務

諸表の目的として利用者の意思決定有用性，

さらに意思決定有用性を構成する質的特徴と

して，目的適合性，信頼性，および比較可能

性について記述されている。また，1997年に

同委員会から公表された『会計指針（Directriz

Contabilistica;DC）』18号では，財務情報

の目的から，情報の質的特徴，財務諸表の構

成要素の測定・認識基準，さらに資本や資本

維持の概念が段階的に演繹されていくことが

説明されている。

CNCは財務省の管轄下にある組織であり

（Ferreira［2003］,p.12.09），パブリック・

セクターといえる。ゆえにPOCやDCはそ

れ自体に法的強制力を備えており，純粋な会

計基準とは言い難い（8）。ところが，そのよ

うな組織（民間の基準設定主体とは異質な組

織）でも概念フレームワークに見られる利用

者志向が取り入れられていることは，とりも

なおさず，この時期に会計の利用者志向の対

象化が進んだことを表している。

ただし，対象化の段階に進むにあたり，会

計の利用者志向の有効性について，モニタリ

ングや理論化がなされたとは必ずしもいえな

い。たとえば藤井［2006］は，1990年代と

2000年代前半に行われた，包括利益の価値

関連性に関する国内外の実証研究が「包括利

益には純利益を上回る価値関連性は認められ

ないという経験的証拠を，ほぼ一貫して提示

し続けてきた」（藤井［2006］,pp.56）こ

とを指摘している。

包括利益はSFAC第5号において提示さ

れ，その後普及していったという点では，利

用者志向から導出された利益概念といえよう。

とすれば，藤井［2006］の指摘には，利用

者志向会計は必ずしも利用者のために有用と

なりえていないという含意がある。このこと

は，利用者志向という革新の有効性が，会計

研究によって必ずしも理論化されなかったこ

とを意味する。

利用者志向の制度化を促進したのは，証券

監督者国際機構（InternationalOrganization

ofSecuritiesCommissions;IOSCO）や欧

州連合（EuropeanUnion;EU）などの規制

機関によるIFRS支持であったように思われ

る。1987年に IOSCOが IASCのオブザー

バーとなった2年後に，IASCが概念フレー

ムワークを公表し，利用者志向が正式に表明

されると，1995年にはEUが域内の会計基

準についてIASCおよびIOSCOと連携を図っ

ていくことを発表した（EC［1995］）。2000

年にはIOSCOがIASのレビューを終了し，

IASをコア・スタンダードとして承認する

とともに，EUも2005年以降のIAS域内強
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制適用を発表した（EC［2003］）。この一連

のIOSCOおよびEUによるIAS（IFRS）支

持は，IFRSの採用と同時に会計の利用者志

向の普及を急速に促進したと考えらえる。

以上，IFRSに向けた会計基準の国際的収

斂は，TolbertandZucker［1996］の革新の

制度化モデルを援用すれば，FASBの概念

フレームワークに端を発する利用者志向会計

の世界的な制度化と解釈することも可能とな

る。

Ⅳ 現存する会計基準の国際的
相違の新制度論的解釈

各国の会計基準がIFRSへ収斂していく一

方で，現地の会計基準とIFRSとの相違が根

強く残っているケースもいまだ散見される。

その一例としてマレーシアをあげることがで

きる。同国の会計基準設定主体であるマレー

シア会計基準審議会（MalaysianAccounting

StandardsBoard;MASB）は 2008年に，

2012年までに会計基準をIFRSに完全に収

斂させる計画を公表し（MASB［2008］），

2011年11月にその作業を終了した（MASB

［2011］）。ところが，2014年4月現在まで，

MASBは農業および不動産開発に関する会

計基準について，IFRSとは異なる独自の措

置を採っている。

MASBは2012年1月をもってIAS41号

『農業』をマレーシア財務報告基準（Malay-

sianFinancialReportingStandards;MFRS）

141号として採用したものの，同基準の企業

への適用開始時期は2014年1月まで延期さ

れた（MASB［2012］）。その後2014年に入

ると，適用開始時期をさらに1年延長する

ことが決定された（MASB［2013］）。すなわ

ち，マレーシアは，IAS41号を暫定的にカー

ブ・アウトしている状況にあるといえる。

また MASBは 2010年に国際財務報告基

準解釈指針委員会（InternationalFinancial

ReportingInterpretationsCommittee;IFRIC）

の解釈指針であるIFRIC15号を，MASBの解

釈指針委員会（InterpretationsCommittee;

IC）の解釈指針（IC15号）『不動産の建設

に関する契約』として採用したが，同指針も

その適用開始時期について 3度の延期が図

られ，現在は2015年1月以降に適用される

予定となっている（MASB［2013］）。同時に，

MASBは，マレーシア独自の会計基準である

財務報告基準（FinancialReportingStand-

ard;FRS）201号『不動産開発業』を維持

し，その適用を容認している。

このような一部基準のカーブ・アウトや独

自基準の維持は，新制度論ではどのように説

明されるのであろうか。結論からいえば，マ

レーシア基準にみるこのようなIFRSからの

乖離は，デカップリング（decoupling）とい

う概念で説明できる。デカップリングとは，

新制度論の草分けであるMeyerandRowan

［1977］においてもすでに論じられている，

新制度論の重要な概念の1つである。Meyer

andRowan［1977］は，同型化を通じて制度

的神話を組織に取り込んだ場合，次のような

矛盾が生じることを指摘する。すなわち，①

制度的神話に依拠したルール（制度的ルール）

があまりに一般化されすぎてしまっているな

どの理由で，現場で生じる具体的かつ多様な

問題に適用できない（MeyerandRowan

［1977］,p.355）。②相互に相容れない内容

を持つ複数の制度的ルールを採り入れてしまっ

たがために，それらが内部の構成要素間に矛

盾を生じさせてしまう（MeyerandRowan

［1977］,p.356）。MeyerandRowan［1977］

は，このような矛盾の解決手段として，デカッ

新制度論を通してとらえた国際会計
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プリングを説明する。すなわち，現場におけ

る実際の活動に対して行われる，制度的ルー

ルに準拠した監視，評価，監督を最小限にと

どめるなど，非公式な調整を図ることにより，

組織の正統性を保ちながら，組織の安定性を

図ること（MeyerandRowan［1977］,p.355）

がデカップリングと定義される（9）。

IFRSからの乖離をデカップリングとして説

明する研究は国内外ともに極めて少ない（10）。

その中で藤井［2003］は，この問題につい

て言及した数少ない研究の一つといえる。藤

井［2003］は，英米主導の会計基準の調和

化を制度的同型化ととらえた上で，基準調和

化を受け入れるための戦略としてデカップリ

ングを位置付けている（藤井［2003］,p.30）。

その事例として，シンガポール，ドイツ，日

本の IAS（当時）に対する対応を指摘して

いる（藤井［2003］,pp.3031）（11）。

本節の冒頭で述べたマレーシアにおける

2つのIFRSからの乖離について，なぜその

ような措置が取られているのであろうか。ま

ずIAS41号の適用開始時期延期の理由とし

て，MASBはマレーシアの主要産品である

パーム油や天然ゴムを生む果実生成型生物資

産（アブラヤシやゴムの木）に，IAS41号

が求める公正価値測定を適用することの困難

性をあげている。当該資産に市場が存在しな

いこと，さらには測定にあたり過大な主観や

不確実性を伴うこと（MASB［2010a］,pp.3

4）がその具体的理由として指摘されている。

一方，MASBに IC15号の適用延期を決定

させる契機となったのは，マレーシア不動産

住宅開発業協会（RealEstateandHousing

Developers・AssociationMalaysia）による

陳情である（MASB［2010b］）。これを受けた

MASBは，マレーシアにおける不動産開発

業のビジネスモデルの特殊性を理由に，更な

る検討とIASBへの情報提供を行うべく，延

期を決定した（MASB［2010b］）。

端的にいえば，マレーシア主要産業である

プランテーションや不動産開発業へのIFRS

の適用が，当該産業の財務報告の内容に大き

な影響を及ぼすことを懸念したことが，適用

開始時期延期の理由と考えてよい。したがっ

て，MASBによるこうした措置は，デカップ

リングの一種，とりわけMeyerandRowan

［1977］が「問題の回避（avoidance）」（Meyer

andRowan［1977］,p.357）と呼ぶ行動と

考えられる。

ところが，農業と不動産開発の会計基準に

関し，MASBが採ったのは回避的行動だけ

ではない。IASBに対し，マレーシアの事情

を汲んで基準の見直しを求める積極的な行動

も見られる。MASBが指摘したIAS41号の

適用困難性は，アジア・オセアニア基準設定

主体グループ（Asian OceanianStandard

SettersGroup;AOSSG）から2011年に公

表された『IAS41号に関する論点書（Issues

PaperonIAS41Agriculture）』において取

り上げられ，果実生成型生物資産へのIAS16

号の適用が提言された（AOSSG［2011］,p.

4）。同論点書は2012年9月にIASBの公表

したIAS41号に関するスタッフ・ペーパー

において，参照文献としてその全文が引用さ

れている。またMASBは，IASBが2007年

に公表したIFRIC解釈指針草案D21号『不

動産販売』に対するコメント・レターに

FRS201号の全文を添付し，IASBにその内

容を検討するよう進言した（MASB［2007］,

p.4）。このような能動的な対応はデカップ

リングの概念に当てはまらない。

MeyerandTowan［1977］をはじめとす

る初期の新制度論では，人や組織が単に制度

的ルールを当然のものと考え，それに従うだ
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けのきわめて受動的な存在として描かれてい

る（佐藤・山田［2004］,p.244）。したがっ

て，MASBが見せたような制度に対する能

動的な対応を説明することはできない。この

ような弱点を克服すべく，その後の新制度論

研究では，関係者や組織を能動的な存在とし

て扱い，それらが制度に働きかけ，制度のあ

り方に影響を及ぼしている側面にも焦点があ

てられるようになった。その代表的研究の

1つとしてOliver［1991］があげられる。

Oliver［1991］は，制度的圧力を受けた場

合に組織が取りうる基本戦略として，①黙従

（acquiesce），②妥協（compromise），③回

避（avoid），④拒否（defy），⑤操作（mani-

pulate）の5つを指摘する（Oliver［1991］,

pp.152158）（12）。さらにOliver［1991］は，

組織がいずれの戦略的対応を採用するかを予

測するための要素として次の 5つをあげて

いる。すなわち，①なぜ制度的圧力が行使さ

れているのか（理由：cause），②誰が制度

的圧力を行使しているのか（関係者の構成：

constituents），③どのような規範や規定に

従うよう求める制度的圧力なのか（内容：

content），④いかなる手段で制度的圧力が行

使されているのか（統制手段：control），⑤ど

のような環境的背景で制度的圧力が行使され

ているのか（背景：context）である（Oliver

［1991］,p.160）（13）。

上記の5つの戦略的対応のうち「黙従」は，

基本的には制度的ルールに完全に準拠するこ

とであり（Oliver［1991］,pp.152 153），

制度的同型化が生じている状態と解される。

また，「妥協」は，端的にいえば，制度的ルー

ルへの部分的準拠であり（Oliver［1991］,

pp.153154），「回避」は制度的ルールから

逃れようとする試みである（Oliver［1991］,

pp.154156）。したがって，これら2つの戦

略的対応は，およそデカップリングに該当す

るものと考えられる。一方，「拒否」は，制

度的ルールを無視する，制度的ルールから離

脱を表明する，あるいは制度的圧力の源泉を

非難するといった対応を含んでいる（Oliver

［1991］,pp.156157）。「操作」は制度的圧

力の源泉を自らの組織に取り込む，組織自ら

制度的ルールを形成する，制度的圧力の源泉

を自らの支配下に置く，などを具体的内容と

している（Oliver［1991］,pp.157 159）。

農業および不動産開発の会計基準をめぐる

MASBの一連の動きは，単に「妥協」また

は「回避」的対応にとどまらず，「操作」的

対応をも含む行動と解釈できる。

各国の基準設定主体の中には，上記の

MASB以上に能動的な動きを見せる組織も

ある。その代表はFASBであろう。2002年

のノーウォーク合意とその後複数回にわたる

覚書の取り交わしにより，FASBがIASBと

の協働体制の確立を図ったのは周知の通りで

ある。このことに関し，SECはスタッフ・

ペーパーにおいて今後のFASBの役割につ

いて言及した。具体的には，米国の考えを

IFRSに反映させた上で，IFRSを米国基準

に取り込む形で，IASBの基準設定に関わっ

ていくことをFASBに期待している（SEC

［2011］,p.8）。IASBとの協働が，このよう

な意図の下に進められたのであるとすれば，

FASBの動きは，会計基準の国際的収斂を

促す圧力に対する「操作」として説明できよ

う。

いずれにせよ，IASBおよびIFRSに対し

て各国（および各国の基準設定主体）が採り

得るあらゆる行動は，Oliver［1991］による

「戦略的対応」の概念を用いることにより，

新制度論の枠組みの中で説明することが可能

となる。
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Ⅴ むすびにかえて

本稿では，新制度論というレンズを通し，

会計基準の国際的収斂という現象をとらえ直

した。2000年代以降，新制度論を枠組みと

した国際会計研究が散見されるようになって

きたが，それらの多くは，各国基準のIFRS

への収斂を制度的同型化として説明した研究

である。それらの概要の紹介を通じ，IFRS

への収斂が，強制的圧力，模倣的圧力および

規範的圧力という 3種類の制度的圧力を受

けた結果生じる制度的同型化として説明可能

であることが明らかとなった。

次に，会計基準の国際的収斂を，IFRSの

普及という側面に焦点を当ててとらえた場合，

それは，70年代にFASBが概念フレームワー

クによって具現化した“利用者志向会計”の

普及に置き換えられる。この利用者志向は，

いわば米国発の，財務会計における一種のイ

ノベーションである。そこで新制度論研究の

成果である革新の制度化モデルを援用し，

IFRSの普及を利用者志向会計の制度化とし

て説明した。

会計基準の国際的な収斂が進む一方で，各

国基準に改めて注目すると，一部の基準に

IFRSからのカーブ・アウトが見られる，あ

るいはIFRSとは異なる，またはIFRSには

存在しない独自基準が残されているケースも

散見される。さらに，IFRSの内容を自国に

有利な基準へ導くため，IASBに対し，さま

ざまな働きかけが行われているケースもある。

前者は制度的同型化と表裏一体の概念である

デカップリングとして，一方後者については，

Oliver［1991］による制度的圧力への戦略的

対応として，それぞれ説明可能であることを

示した。

新制度論を応用した研究が増加している理

由は，国際会計研究の現在の発展段階と大き

な関係があるように思われる。Carlson［1997］

は，1960年代以降の国際会計研究をレビュー

し，それまでの研究を4つの発展段階に分

けている。Carlson［1997］によれば，国際

会計研究は，①国際会計という研究領域の認

識（Carlson［1997］,pp.109 112），②各

国の会計制度・実務の記述的研究（Carlson

［1997］,pp.112 118），③会計制度・実務

に国際的相違を生じさせる原因や会計基準の

調和化に関する研究（Carlson［1991］,pp.

118 126）の諸段階を経た後，④会計の国

際的相違を説明する理論の探求の段階に入っ

ていること（Carlson［1991］,pp.126131）

を指摘している。Carlson［1991］の指摘を

敷衍すれば，現在の国際会計研究の課題は，

会計制度または実務に国際的相違が生じてき

た理由，あるいは会計基準が国際的に収斂し

つつある理由を，一貫した理論に沿って体系

的に説明することと考えられる。

新制度論は，会計基準には解決困難な国際

的相違が存在しているにもかかわらず，一方

で会計基準の収斂が進む理由を説明するのに

有用な理論である。とはいえ，新制度論だけ

が国際会計研究に援用可能な理論ではない。

そうした説明理論を学際的に求め，会計の領

域で生じる様々な事象を体系的に説明してい

くことが，今後の国際会計研究の課題となる

のではないだろうか。

【注】
（1）PerlmutterandHeenan［1979］によれば，世

界志向の企業では，意思決定や人材登用に関

し，親会社の国籍による影響は生じず，もっ

ぱら世界ベースでの最適資源配分という姿勢

が最優先される（PerlmutterandHeenan,

［1979］,pp.2021;邦訳［1990］,p.21）。

Mueller［1967］が考える「国際企業」はこの
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ような企業であったのではないだろうか。

（2）3種類の制度的圧力（強制的圧力，模倣的圧

力，規範的圧力）を表す変数として，Judge

etal.［2010］は，GDPに占める海外からの援

助額の比率，GDPに占める輸入財・サービス

額の比率，総人口に占める中等教育の入学者

率を用いている。一方，Lasmin［2011］は，

強制的圧力および規範的圧力についてはJudge

etal.［2010］と同様の変数を用いているが，

模倣的圧力を表す変数に関してはGDPに占め

る株式時価総額を用いている。

（3）TolbertandZucker［1983］は米国における市

役所の市民サービス改革案の採用について分

析した事例研究であり，おそらくはこの研究

が TolbertandZucker［1996］に示した革新

の制度化モデルの基礎となっていると思われ

る。この事例研究の結論では，革新の普及の

速度とパターンは当該革新の正統性が上位組

織に認められているか否かによって決まるこ

とが指摘されている（TolbertandZucker

［1983］,p.35）。Delmas［2002］は国際標準

化機構（InternationalOrganizationforStan-

dardization;ISO）の規定する環境マネジメン

トシステムに関する規格であるISO14001の

企業の採用状況に関する研究である。Delmas

［2002］の調査結果は，ヨーロッパ規制当局の

環境マネジメントの積極的な取り組みが，

欧州企業の ISO14001採用率を上昇させた

（Delmas［2002］,pp.101 106）。ことを示唆

している。

（4）唯一の例外と考えられるのは1996年にフラン

スの専門会計士協会から公表された概念フレー

ムワークである。そこでは会計の目的が「企

業が創造した富の測定」（CPDC［1996］,par.

2）にあるとされ，意思決定有用性の概念には

触れられていない。このフレームワークの全

文は，RevueFran・oisedelaComptabilit・

No.278（pp.17 51）に収録されている。ま

たフレームワークの内容の詳細な検討につい

ては藤田［1997］を参照されたい。

（5）1989年に当時の国際会計基準委員会から公表

された概念フレームワーク（par.12）も，2010

年に公表された現行の概念フレームワーク

（par.OB2）も，この意思決定有用性について

は同様である。

（6）とはいえ，会計基準の国際的収斂が進んだ昨

今では，会計制度の類型化について述べたテ

キストは極めて少なくなっているのも事実で

ある。たとえば国内の国際会計のテキストの

中で，会計制度の類型化について詳しく述べ

たもっとも新しいものの1つは，中村他［2000］

であろう。同書では，主要国の会計制度がお

よそフランコ・ジャーマン型会計制度とアン

グロ・アメリカン型会計制度に類型化され，

後者の特徴として，会計基準設定にあたりプ

ライベート・セクターが重要な役割を果たし

ている点が指摘されている（中村他［2000］,

p.13）。

（7）換言すれば，会計プロフェッションによる基

準設定が失敗に終われば，証券取引委員会

（SecuritiesandExchangeCommission;SEC）

がその任に直接乗り出す可能性は常に存在し

ていたといえる。この点については，FASBが

概念フレームワーク作成に至った経緯を詳細

に記したGore［1992,pp.727］およびStorey

andStorey［1997,pp.444］（（財）企業財務

制度研究会訳［2001］『財務会計の概念および

基準のフレームワーク』中央経済社,pp.9

91）を参照されたい。

（8）事実POCは政令（DecretoLei）であり，法的

強制力を持っている。一方，DCは法律ではな

いものの，財務省の公報の中で公表されること

から，実質的に強制力を有している（Ferreira

［2003］,p.12.10）。

（9）デカップリングの卑近な例として，佐藤・山田

［2004］は，大学における授業のシラバスをあ

げている。

（10）IFRSの採用に際して生じるデカップリングを

論じた研究としては Kholeif［2010］および

Zelinschi［2012］があげられる。ただ，これ

らの研究は，個々の企業の実務のレベルで

IFRS柔軟に適用した事例をデカップリングと

して説明するものであり，一国の会計基準に

見られるIFRSからの部分的乖離を論じたも

のではない。

（11）具体的には「国際基準を早期に国内化しつつ，

国内化した国際基準には強制力を持たせない」

シンガポール（藤井［2003］,p.30），「国際基

準の国内化は連結財務諸表で受け止め，「証拠

に基づく記録」と「責任ある報告」を具備し

た会計は個別財務諸表において維持する」ド

イツ（藤井［2003］,p.31），および「リース

会計基準の事例にみるように，国内化された

国際基準にもとづく情報については脚注開示

を容認する」日本（藤井［2003］,p.31）の3

つをデカップリングの事例としてあげている。

（12）これら5つの基本戦略は，それぞれ3つの戦術

に細分化され，合計15パターンの戦略的対応

が指摘されている。紙幅の都合上，これらの

戦略的対応の紹介については平賀［2013］を

新制度論を通してとらえた国際会計
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参照されたい。

（13）これら5つの要素には，それぞれ2つのディメ

ンションが与えられ，それらの度合いの高・低

により戦略的対応が予測される（Oliver［1991］,

pp.159 172）。これらの予測要素の紹介も，

紙幅の都合上，平賀［2013］を参照されたい。
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